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（様式５） 

 

市民意見募集手続の結果について 

 

１ 計画等の案の名称  上田市立地適正化計画（案）における基本的な方針等 

 

２ 募集期間  平成 30年 5月 16日（水曜日）から平成 30年 6月 14日（木曜日）まで 

 

３ 実施結果 

 （１）件 数   １８件（７人）     

 （２）提出方法 

持参 郵便 電子メール ファクシミリ 計 

１１件（１人） １件（１人） ４件（３人） ２件（２人） １８件（７人） 

  

４ 意見に対する市の考え方  

  【計画案を修正・追加する】 

No. 意見区分 意見の概要（要旨） 市の考え方 

１ ２  立地適正

化計画の概要 

・計画書 3 ページ、＜都市づくり

の課題＞の文章中、「『コンパク

ト・プラス・ネットワーク』の考えで

まちづくりを進めていくことが求

められています。」とある箇所を、

「『コンパクト・プラス・ネットワー

ク』（集約型都市構造）の考えで、

人口規模に見合ったまちづくりを

進めていくことがもとめられてい

ます。」とするのはどうか。 

御意見いただいたとおり、＜都市づくりの

課題＞の文章中へ、「（集約型都市構造）」、

「人口規模に見合った」の追記を検討いたし

ます。 

２ ２  立地適正

化計画の概要 

・計画書 4 ページ、（３）計画の特

徴②届出制度の囲みの中に、

「従来の都市計画マスタープラン

ンによる土地利用計画に加え

て、届出・勧告という緩やかなコ

ントロール法により、時間をかけ

ながら一定区域を誘導することを

目指します。」と追記するのはど

うか。 

御意見いただいた箇所では、概要として

簡潔に述べることが必要であると考えている

ため、今後届出制について詳細に説明する

箇所において、届出制度の目的等の記載を

検討いたします。 

３ その他 ・届出制度について、計画書に

記載するとともに、届出の手引き

の作成など住民への周知が必要

ではないか。 

 御意見のとおり、計画書において届出制

度について記載するとともに、市民のみなさ

ん及び市内事業者のみなさんへの周知が

図れるよう検討いたします。 
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  【計画案に盛り込まれており、計画案を修正しない】 

４ ２  立地適正

化計画の概要 

・計画書 3 ページ、2-2 計画概要

（１）立地適正化計画とは の文

章中、「包括的なマスタープラン」

とある箇所を、「包括的なマスタ

ープラン（公共交通、市街地活性

化、産業振興、雇用確保、子育

て環境、生活環境、防災、地域コ

ミュニティ、地域包括体制）」とす

るのはどうか。 

御意見いただいた箇所の前述で「居住機

能や医療・福祉・商業等の都市機能の立

地、公共交通の充実等に関する」としてお

り、御意見の内容を含めた記載と考えてい

ることから、記載のとおりとさせていただきま

す。 

５ ６ 基本方針 ・計画書 42 ページ、目標３「安

全・快適に暮らせる都市」づくり

の説明文に「健幸都市上田を目

指し、市民の健康づくり、社会参

加を推計し、市民が健康で安心

し住みやすい町づくりに取り組み

ます。※スマートウェルネスシテ

ィ首長研究会、全国 72自治体の

ひとつに加わり、スマートウェル

ネスシティ上田を目指していま

す。」と追記するのはどうか。 

「上田市立地適正化計画」は、上田市が

目指す将来都市像「ひと笑顔あふれ 輝く未

来につながる健幸都市」を掲げる「第二次上

田市総合計画」を、上位計画としており、同

計画に記される「拠点集約型都市構造によ

る持続可能な“まちづくり”」を進めるための

計画です。 

したがいまして、「上田市立地適正化計

画」の策定には「健幸都市うえだ」を目指す

考えが根幹にあるので、基本方針について

は、記載のとおりとさせていただきます。 

６ ７  都市機能

誘導区域 

・概要版 9 ページ、6.誘導区域の

設定、「6-1.都市機能誘導区域

設定の考え方」を「6-1.都市機能

誘導区域（周辺からの交通アク

セス性、都市機能の集積状況を

勘案し、都市全体における各種

生活サービス施設（医療、福祉、

商業等）の効率的な提供拠点を

目指す区域）設定の考え方」と記

載することにより理解しやすくな

ると思う。 

計画書の該当箇所（61ページ、７ 都市機

能誘導区域）において、区域について説明

をしていることと、概要版ではできる限り簡

潔に表記する必要があるため、記載のとお

りとさせていただきます。 

７ 全体 ・市の中心部だけに拠点が形成

されると、郊外の過疎化が予想

される。交通、生活、健康維持、

高齢化問題等、郊外の居住者も

不便なく生活できるようにしてほ

しい。 

 

上田市が目指す「コンパクトシティ」とは、

中心拠点一極に人口や都市機能施設の集

約を図るものではなく、複数の拠点が交通

ネットワークで結ばれた「多極型ネットワーク

+拠点集約型都市構造」への転換を目指す

ものです。 

上田市は、上田・丸子の中心市街地、そ

して郊外にあるそれぞれの地域が、公共交

通網や幹線道路等のネットワークで結ばれ

ており、現状において良好なバランスが保た

れています。 

しかしながら、今後人口減少が進む中、

中心市街地にある都市機能を持続するに

は、周囲の「衛星」となる、各地域が同様に

持続していく必要があると考えています。そ
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のため、真田、武石、豊殿、塩田、川西の各

地域に「生活複合拠点」を位置づけ、それぞ

れの地域の実状に沿った施策を施し、地域

拠点とその周辺地域の生活の質の維持を

図りたいと考えています 

この、中心拠点と各地域拠点の、「多極的

なコンパクト化」は、上田市独自の考え方で

あり、コンパクト化した各拠点間を、公共交

通や幹線道路網のネットワークで結び、中

心拠点と地域拠点が相互に共存する、良好

な位置関係の継続を図りたいと考えていま

す。 

 

  【計画案を修正しないが、今後、参考・検討とする】 

８ ２  立地適正

化計画の概要 

・計画書 4 ページ、（４）計画で定

める区域のイメージの図におい

て、左上の囲みの中、「立地適正

化計画の区域＝都市計画区域」

を「立地適正化計画は、原則とし

て都市計画区域の全体」とする

のはどうか。 

計画書 41 ページにおいて計画区域を説

明しており、本ページのイメージ図では模式

的に表現することを目的としていますが、分

かりやすさを加えるため、記載の文言につ

いて再度検討いたします。 

９ ６ 基本方針 ・計画書 42 ページ、目標２

「「人々の交流を育む都市」づく

り」を「「人の姿がみえる都市」づ

くり」とするのはどうか。 

本計画は、上田市都市計画マスタープラ

ンを上位計画とし、基本方針についても上位

計画と整合を図り設定していますので、目標

２につきましては、記載のとおりとさせていた

だきます。 

10 ９  居住誘導

区域 

・概要版 9 ページ、6.誘導区域の

設定、「6-2.居住誘導区域設定

の考え方」を「6-2.居住誘導区域

（人口減少の中にあっても一定

のエリアにおいて人口密度を維

持することにより、生活サービス

やコミュニティが持続的に確保さ

れるよう居住を誘導すべき区域）

設定の考え方」と記載することに

より理解しやすくなると思う。 

計画書の該当箇所（70ページ、９ 居住誘

導区域）において、区域について説明をして

いることと、概要版ではできる限り簡潔に表

記する必要があるため、記載のとおりとさせ

ていただきます。 

11 10 誘導施策 ・居住誘導区域外であっても居

住者が今後も安心して生活でき

る環境整備を進めてほしい。 

人口が減少しても、その地域に暮らす市

民がいる限り、道路や水路等のインフラや、

下水や水道等のライフラインの維持等、行

政が行っているサービスは、行政の責務とし

て全市域平等に継続して行われ、当然のこ

とながら居住誘導区域外であってもそれは

同様に行われるものと考えています。 

12 全体 ・将来ビジョンについては、若者

の意見が大切と考えるので、計

画書の見直し時には、高校生等

 見直し時の社会情勢等を勘案し、高校生

等地域の学生との意見交換の場や、そのよ

うな機会を設け、見直す計画に反映できるよ



4 

 

の意見交換の場や機会を設ける

のはどうか。 

う検討いたします。 

 

  【検討の結果、計画案に反映しない】 

13 ６ 基本方針 ・概要版 7 ページ、5-1．拠点設

定の考え方、5 行目「多極的な観

点から」を「多極的な（多極ネット

ワーク型コンパクトシティ）の観点

から」と追記するのはどうか。 

前文からの流れを考慮し、計画書 47ペー

ジ、6-3-2拠点設定の基本的な考え方、3行

目「そのため、市内全域を対象にそれぞれ

の拠点を位置付け、多面的な観点から一体

的かつ持続可能な拠点の形成を図ります。」

の文に該当箇所を変更します。 

14 ７  都市機能

誘導区域 

・都市機能誘導区域の設定にお

いて、長瀬市民センター周辺を

指定していただきたい。 

丸子地域の中心市街地には、丸子地域

自治センター、丸子文化会館、丸子ベルシ

ティ内の各施設、丸子修学館高校等、丸子

地域の市民はもとより、武石地域を含む依

田窪地域の多くの人が利用する都市機能施

設が集積しており、依田窪地域全体の生活

利便性を支える拠点であると考えています。 

一方、長瀬市民センター周辺は、地元に

お住まいの皆さんにとって大切な生活サー

ビス施設が立地している地区の拠点といえ

ます。 

そのため、丸子都市機能誘導区域は記載

のとおりとさせていただきます。 

15 ９  居住誘導

区域 

・居住誘導区域の設定におい

て、居住系の用途地域が設定さ

れている地域を居住誘導区域に

含めていただきたい。 

（常入地区、長瀬地域） 

居住誘導区域の設定にあたっては、国が

示す策定手引きにより、定量的に設定して

います。設定手順の中で、居住誘導区域は

目標とする年次（概ね 20年後）においても一

定程度の人口密度を保つことが可能とされ

る区域であることとされており、目標年次に

おける評価の目標値に設定されます。 

定量的に検討し、実現性のある計画とする

ため、記載のとおりとさせていただきます。 

16 全体 ・中心拠点に一極集中させるコン

パクトシティ構想ではなく、郊外

居住でも便利に暮らせるよう公

共交通等の対策でよいのではな

いか。 

これまでの交通施策は、公共交通空白地

域や不便地域の解消に重点を置いているた

め、人口分布が拡散すると、市内の交通網

も比較的拡散したものとなってしまいます。

したがって、公共交通等の対策のみでは非

効率な都市構造のままとなり、人口減少社

会における効率的な自治体経営が厳しい状

況になると予想できます。 

上田市が目指す「コンパクトシティ」とは、

中心拠点に人口や都市機能施設を一極集

中するものではなく、郊外においても複数の

地域の拠点を形成し、拠点間を公共交通ネ

ットワークで充実させる「多極型ネットワーク
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+拠点集約型都市構造」であり、人口減少社

会において持続可能な自治体経営実現の

ためには、この都市構造への転換が重要で

あると考えています。 

  ※類似の意見はまとめて回答しているため、提出件数と一致しない場合があります。 


